
（参　考）

　　　　　　駐車場に関係する法律改正等の概要
　
１.　駐車場法の改正
　　○自動二輪車を駐車場法の対象に追加

２.　高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律（仮称）
　　○一定の路外駐車場について、移動等円滑化基準への適合義務
　　○市町村が作成する基本構想に即して、バリアフリー化された路外駐車場を整備する義務

　　※尚、上記１及び２については、今国会にて審議中であります。


